
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住吉区  第８号 ご み 
平成２９年９月発行 

西南環境事業センター リ ― 

ゼ ロ 

ＮＥＷＳ ダ ― 

 平成 29 年７月 15 日（土）に毎年恒例となって

いる、住吉連合地域活動協議会環境衛生学習会主催

の舞洲工場見学に同行させていただき、道中のバス

車内で、大阪市のごみ処理量の推移や、ごみ減量計

画の達成状況、今後のごみ減量に対する当局の取組

等について講話を行いました。また、復路の道中の

バス車内では、平成 29 年 3 月作成の最新 DVD

「地球のため！大阪のため！～あなたが主役ごみ

減量～」の視聴を行いました。 

住吉連合地域活動協議会環境衛生学習会に参加させていただきました。 

 

 

見学終了後の質疑応答ですごく熱心に

質問されていました。 

関西スーパー 長居店 長居東4-8-2 ○
グルメシティ 我孫子店 苅田5-14-13 ○ ○
まるとく市場 南住吉店 南住吉3-1-10 ○ ○
ライフ あびこ店 我孫子東1-11-1 ○ ○
ライフ 長居店 長居東3-1-1 ○ ○
ライフ 南住吉店 南住吉4-8-16 ○ ○
ライフ 住吉店 万代4-13-3 ○ ○

南住吉3-15-57 ○ ○
南住吉3-15-55 ○ ○ ○
南住吉3-15-56 ○ ○ ○

住吉図書館
住吉区役所
住吉区民センター

回収品目

蛍光灯管・
水銀体温計

乾電池
インク

カートリッジ
使用済
小型家電

住所店舗

 大阪市では、限りある資源の有効活用のため、アルカリ・マンガンの乾電池、蛍光灯管（直管・曲菅・ボール

型）、水銀体温計・水銀血圧計・水銀温度計・インクカートリッジ・使用済小型家電について、次のとおり回収を

行っています。回収されたものにつきましては、焼却されずに再生等適切に処理されます。できる限りご協力を

お願いします。 

～廃乾電池・蛍光灯管等の拠点回収事業について～ 

 

 

※会社や商店等などの家庭以外から出るものについては回収できません。 

発電体験で見事に花（手前）に光がともりました。 

舞洲工場内「光の里」 
舞島工場玄関口での集合写真 



≪編集・発行≫ 

大阪市環境局西南環境事業センター  

大阪市住之江区泉１－１－１１１  

TEL：０６－６６８５－１２７１  

FAX：０６－６６８５－１２８２  

http://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★★平成２９年度 今後のごみゼロリーダーの皆さまの活動予定★★ 

○H29.10.14（土）  ガレージセール・イン・OSAKA TOWN 

○H29.10.17（火）  廃棄物減量等推進員実地研修（花王 和歌山工場） 

○H29.11.18（土）～11.24（金）大阪マラソン“クリーンアップ”作戦 

○未定        「ごみ減量市民交流会ｉｎ大阪」（予定） 

ごみ出しワンポイント!! 《スプレー缶類の出し方の注意》 
 

スプレー缶・カセットボンベ類は必ず中身を使いきって、

穴をあけずに「資源ごみ」の収集日に「資源ごみ」とは別の

袋に入れてお出しください。 

～西南環境事業センターへの問合せが多い「粗大ごみ」に関すること～ 

粗大ごみ収集受付センター 

０１２０-７９-００５３ （通話料無料） 
携帯電話での申込み先 

０６-６３７７-５７５０（通話料金が必要です） 

※申し込みされてから 4 日後以降（日曜日を挟む場合は 5 日後以降）の収集に

なります。なお、申し込みの日から、1 か月先まででしたらご希望の収集日

（日曜日を除く）を選択できます。 

粗大ごみ収集（有料） 

家庭の日常生活から出されるごみで、 

・ 最大の辺、又は径が「30cm」を超えるもの、 

・ 棒状で「１ｍ」を超えるもの。 

また、家庭の引越しや大掃除などで一時的に多量に出されるごみについても、有料の収集となります。 

品目ごとに料金が定められていますので、粗大ごみ収集受付センターでご確認ください。 

月曜日～土曜日（祝日も受付しています）、９時～17 時 

12 月 29 日～１月３日の間、受付は休ませていただきます。 

※月曜日や祝日の翌日、また、受付開始直後は申し込みが多く、電話がつながり

にくい場合があります。 

受
付
日 

会社や商店等、家庭以外から出されるものは収集できません。 

家電リサイクル法対象品目については、大阪市では収集できません。 

★家電リサイクル法対象品目★ 

・エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機 

 

 


